
○荒尾市総合計画条例   平成２８年３月２５日条例第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、市政を総合的かつ計画的に推進するため、総合計画に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 総合計画 市の最上位に位置する計画として、総合的かつ計画的なまちづくりを

推進するに当たっての主要となる施策を示すものをいう。 

(２) 人口ビジョン 本市の地域特性を分析し、将来的な人口の展望や、その展望を実

現するための基本構想を示すものをいう。 

(３) 総合戦略 人口ビジョンを踏まえた、政策の数値目標や、その目標を達成するた

めの具体的な施策を体系的に示すものをいう。 

（構成及び位置付け） 

第３条 総合計画は、人口ビジョン及び総合戦略で構成する。 

２ 市が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合

計画との整合を図らなければならない。 

（策定方針） 

第４条 総合計画は、適切な計画期間を設定し、地域の実情、社会経済情勢の変化等に

応じて、総合的な見地から、これらに適合するように策定するものとする。 

２ 総合計画は、市民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で策定す

るものとする。 

３ 前２項の規定は、総合計画の変更について準用する。 

（審議会の設置等） 

第５条 市長の諮問に応じ、総合計画の策定又は変更に必要な調査審議及び客観的な成

果検証を行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規

定に基づく市長の附属機関として、荒尾市総合計画審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 市長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会に

諮問しなければならない。総合計画の成果検証を行うときも、また同様とする。 

（審議会の組織） 

第６条 審議会は、委員３０人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が

委嘱し、又は任命する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 関係団体又は関係行政機関に所属する者 

(３) 市民 

(４) その他市長が適当と認める者 

参考資料２ 



２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（審議会の会長及び副会長） 

第７条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第８条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。 

（審議会の庶務） 

第９条 審議会の庶務は、総務部政策企画課において処理する。 

（議会への説明等） 

第１０条 市長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、その内容を議会

に説明し、意見を求めるものとする。総合計画の成果検証を行うときも、また同様とす

る。 

（公表） 

第１１条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表する

ものとする。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（荒尾市総合計画審議会設置条例の廃止） 

２ 荒尾市総合計画審議会設置条例（昭和４５年条例第１号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に従前の荒尾市総合計画審議会（以下「旧審議会」という。）

の委員である者は、この条例の施行の日に、第６条第１項の規定により審議会の委員と

して委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は

任命されたものとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日におけ

る旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

  



○荒尾市総合計画条例施行規則      平成２８年３月３１日規則第１１号 

改正  平成２９年３月３１日規則第１１号 

平成３１年３月２９日規則第１１号 

令和元年１１月１５日規則第３７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、荒尾市総合計画条例（平成 28 年条例第２号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（個別計画との整合） 

第３条 条例第３条第２項の規定により総合計画との整合を図るため、個別の行政分野

に関する計画（以下「個別計画」という。）を策定し、又は変更しようとする部署の長

は、次に掲げる事項について、あらかじめ政策企画課長に協議するものとする。 

(１) 施策の内容 

(２) 成果指標 

(３) 計画期間 

（計画期間） 

第４条 条例第４条第１項の規定により設定する総合計画の計画期間は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める期間を基準とする。ただし、社会経済情勢の変化等

により必要がある場合は、この限りでない。 

(１) 人口ビジョン １０年 

(２) 総合戦略 ５年 

（市民意見の反映） 

第５条 条例第４条第２項に規定する必要な措置は、次のとおりとする。 

(１) パブリックコメント手続（市の政策の企画立案過程において、広く市民等に意見

を求め、その意見を考慮して市の意思決定を行うとともに、提出された意見に対する市

の考え方を公表するための、市政に係る意見公募手続をいう。）の実施 

(２) ワークショップ（市民と市又は市民と市民が議論することで、互いの理解を深め

る、グループによる学びと創造の方法をいう。）の実施 

(３) アンケート調査、聞き取り調査その他の広聴活動の実施 

（政策部会） 

第６条 総合計画の策定又は変更に関する素案等について調査審議するため、関係部署

の長及び職員で組織する総合計画政策部会（以下「政策部会」という。）を置く。 

２ 政策部会の部会名、部会長及び事務局は別表のとおりとする。 

３ 部会長は、各政策部会の会務を総理し、その会議の議長となる。 

４ 部会長は、必要と認めるときは、審議事項に関係する部署の長及び職員に当該政策

部会への参画を求めることができる。 

５ 事務局は、政策部会内の連絡調整を行い、部会長の命を受け、総合計画に関する資



料の収集及び調査を行うものとする。 

６ 各部署の長は、第４項の規定による政策部会への参画又は前項の規定による資料の

収集及び調査を求められたときは、これに協力しなければならない。 

（政策部会連絡会議） 

第７条 総合計画の推進方針に関する協議及び政策部会相互間の連絡調整を行うため、

総合計画政策部会連絡会議（以下「政策部会連絡会議」という。）を置く。 

２ 政策部会連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。 

３ 会長は、副市長をもって充てる。 

４ 副会長は、総務部長をもって充てる。 

５ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

６ 委員は、政策部会事務局の課長の職にある者をもって充てる。 

７ 政策部会連絡会議の庶務は、総務部政策企画課において処理する。 

（行政経営会議への付議） 

第８条 政策企画課長は、政策部会連絡会議の審議結果を取りまとめ、必要に応じ、荒

尾市行政経営会議設置規程（平成 22 年訓令甲第 10 号）の規定に基づく行政経営会議

の審議に諮ることができる。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第１１号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日規則第１１号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１１月１５日規則第３７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第６条関係） 

部会名 部会長 事務局 

子育て・教育部会 教育長 
（主）教育振興課 

（副）子育て支援課 

生きがいづくり部会 保健福祉部長 
（主）すこやか未来課 

（副）保険介護課 

産業振興部会 産業建設部長 
（主）産業振興課 

（副）農林水産課 

交流促進部会 市民環境部長 
（主）くらしいきいき課 

（副）秘書広報課 

時代に合ったまちづくり部会 総務部長 
（主）都市計画課 

（副）政策企画課 

 


